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南桜井駅自転車駐車場太陽光発電システム修繕仕様書

１ 業務場所

春日部市大衾４９６－４６３（南桜井駅自転車駐車場１階･PH 階）（別添案内図参照）

２ 期 間

契約締結日から令和８年３月２３日まで

３ 業務内容

自転車駐車場太陽光発電システム修繕について下記の業務を実施する。

（１）既設パワーコンディショナー（新電元工業株式会社製 PVSD10S200 及びその付随

する設備等、別添資料⑤参照）の撤去及び処分

（２）（１）を実施後、パワーコンディショナーの新規設置及び試運転調整

（３）既設パワーコンディショナーシステムの撤去及び処分

（４）（３）を実施後、パワーコンディショナーシステムの新規設置及び試運転調整

（５）新規に設置するパワーコンディショナーは、現在使用しているパワーコンディシ

ョナーとともに、パワーコンディショナーシステムとの連携を図ること。

（６）修繕着手前に作業方法・作業手順・作業日程を説明し、作業に着手すること。

（７）業務完了後、業務終了報告書を提出し確認を得る。報告書には、施工前、施工中、

施工後の写真を添付すること。

４ 支払方法 完了後一括払い

５ そ の 他

（１）受注者は、住民及び自転車駐車場利用者に十分注意して修繕すること。

（２）修繕作業にあたっては、自転車駐車場の建物を破壊しない様に注意して作業する

こと。

（３）建物を破損した時は、発注者へ報告し、発注者の指示に従い修繕すること。

（４）作業時間は、通常午前９時から午後５時までとし、前後３０分間は準備・後片付

けの時間とする。

（５）撤去・処分する現場発生品は関係法令に基づき、適正に処分するものとする。

（６）労働安全衛生法等諸法令及び諸法規を遵守し、修繕の円滑なる進捗を図るように

努めなければならない。

（７）本仕様書に記載されていない事項や不明な点は市と協議の上、定めるものとする。

（８）導入品については参考品と同等品以上のこと。








































































































